
平
成
二
年
法
務
省
告
示
第
百
三
十
二
号
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
別
表
第
二
の

定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
位
を
定
め
る
件
）

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百

十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規

十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
同
法
別
表
第
二
の
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

定
に
基
づ
き
、
同
法
別
表
第
二
の
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

地
位
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

地
位
で
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

一

イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
大
韓
民
国
、
中
華
人
民
共
和
国
、
ネ

、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
大
韓
民
国
、
中
華
人
民
共
和
国
、
ネ

パ
ー
ル
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル

パ
ー
ル
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル

、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ

、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ

ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
モ
ン
ゴ
ル
又
は
ラ
オ

ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
モ
ン
ゴ
ル
又
は
ラ
オ

ス
国
内
に
一
時
滞
在
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
国
際
連
合
難
民

ス
国
内
に
一
時
滞
在
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
国
際
連
合
難
民

高
等
弁
務
官
事
務
所
が
国
際
的
な
保
護
の
必
要
な
も
の
と
認
め

高
等
弁
務
官
事
務
所
が
国
際
的
な
保
護
の
必
要
な
も
の
と
認
め

、
我
が
国
に
対
し
て
そ
の
保
護
を
推
薦
す
る
も
の
の
う
ち
、
次

、
我
が
国
に
対
し
て
そ
の
保
護
を
推
薦
す
る
も
の
の
う
ち
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
も
の

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

こ
の
号
（
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
地
位
を

ロ

こ
の
号
（
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
地
位
を

有
す
る
者
と
し
て
上
陸
の
許
可
を
受
け
て
上
陸
し
そ
の
後
引

有
す
る
者
と
し
て
上
陸
の
許
可
を
受
け
て
上
陸
し
そ
の
後
引

き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
者
の
親
族
で
あ
っ
て
、
親
族
間
で

き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
者
が
当
該
許
可
を
受
け
て
上
陸
す

の
相
互
扶
助
が
可
能
で
あ
る
も
の

る
直
前
ま
で
一
時
滞
在
し
て
い
た
国
に
滞
在
す
る
当
該
者
の

親
族
で
あ
っ
て
、
親
族
間
で
の
相
互
扶
助
が
可
能
で
あ
る
も

の

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）


